
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振れを検出し、振れ検出信号を出力する振動検出部と、
　前記振れ検出信号から移動平均を求める移動平均算出部または前記振れ検出信号の一部
を通過させるフィルタ部を含み前記振れ検出信号の基準値を演算する基準値演算部と、

前記流し撮り及び前記速い流し撮りを行っていない通常ブレ状態であると
判別する振動状態判別部と、
　前記装置の振動による像ブレを補正するブレ補正光学系と、
　前記ブレ補正光学系を駆動する駆動部と、
　前記振れ検出信号と前記基準値とから駆動信号を算出し、算出結果を駆動信号として出
力することにより前記駆動部を駆動する駆動信号算出部と、
　前記振動状態判別部の判別結果に応じて前記駆動信号算出部の算出方法を制御する駆動
信号算出制御部とを備え、
　前記基準値演算部は、振動状態が前記異常ブレ状態と判別したときは前記通常ブレ状態
に比べ、前記移動平均に用いるサンプル数を減らす、または前記フィルタの遮断周波数を
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　前記振れ検出信号に所定の大きな振れ量が含まれ、かつ、前記振れ検出信号に所定の高
周波成分が含まれていたときには流し撮りを行っている第１の異常ブレ状態であると判別
し、前記振れ検出信号に前記所定の大きな振れ量が含まれ、かつ、前記振れ検出信号に前
記所定の高周波成分が含まれないときには前記流し撮りよりも速い流し撮りを行っている
第２の異常ブレ状態であると判別し、前記振れ検出信号に前記所定の大きな振れ量が含ま
れていないとき



上げることにより基準値演算方法を変更し、
　前記駆動信号算出制御部は、前記振動状態判別部により前記第２の異常ブレ状態である
と判別されたとき、前記ブレ補正動作を停止することを特徴とする
ブレ補正装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のブレ補正装置において、
　前記駆動信号算出制御部の制御状態を切り替えるモードスイッチを備え、
　前記駆動信号算出制御部は、前記振動状態判別部が前記通常ブレ状態と判別した場合に
は、前記モードスイッチの設定状態及び撮影露光中であるか否かによらず、前記ブレ補正
光学系を駆動してブレ補正動作を行うように前記駆動信号の算出を実行させる制御を行う
こと、を特徴とするブレ補正装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のブレ補正装置において、
　前記モードスイッチは、前記振動状態判別部の判別結果に応じて自動的に前記駆動信号
算出制御部の制御を変更する第１のモードと、前記振動状態判別部の判別結果及び撮影露
光中であるか否かによらず前記ブレ補正光学系を駆動してブレ補正動作を行うように前記
駆動信号算出制御部を制御する第２のモードとを選択可能であること、を特徴とするブレ
補正装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のブレ補正装置において、
　前記駆動信号算出制御部は、前記振動状態判別部が前記第１の異常ブレ状態と判別し、
かつ、前記モードスイッチが前記第１のモードとなっているときであって、撮影露光準備
中はブレ補正動作を行わず、撮影露光中はブレ補正動作を行うように制御を行うこと、を
特徴とするブレ補正装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載のブレ補正装置において、
　前記駆動信号算出制御部は、前記振動状態判別部が前記第２の異常ブレ状態と判別し、
かつ、前記モードスイッチが前記第１のモードとなっている場合には、撮影露光中である
か否かによらず、前記ブレ補正光学系の駆動を停止してブレ補正動作を行わないように前
記駆動信号の算出を実行させる制御を行うこと、を特徴とするブレ補正装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、手振れ等による振動を検出する振れ検出装置を内蔵した双眼鏡等の光学装置や
カメラ等の撮影装置などのブレ補正装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
双眼鏡等の光学装置やカメラ等の撮影装置に加えられる振動の主な振動源には、使用者の
手振れがある。従来、この手振れによる像の振動、像ブレを補正するための手段として、
ブレ補正装置が提案されている。
【０００３】
以下に、図７を参照して従来のブレ補正装置の動作について説明する。
図７は、振れ検出装置を含んだ従来のブレ補正装置の基本的な構成を示すブロック図であ
る。
角速度センサ１０は、ブレ補正装置に加えられた振れを検出するセンサであり、通常コリ
オリ力を検出する圧電振動式角速度センサを用いる。角速度センサ１０の出力は、基準値
演算部５２へ送信される。基準値演算部５２は、角速度センサ１０の出力より振れの基準
値を演算する部分である。角速度センサ１０から出力された振れ信号は、前記基準値を差
し引かれたのち、積分部５４へ送信される。積分部５４は、角速度の単位で表されている
振れ信号を時間積分し、ブレ補正装置の振れ角度に変換する部分である。
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【０００４】
目標駆動位置演算部５６は、積分部５４によって求めた振れ角度の情報に、レンズの焦点
距離等の情報を加味して、ブレ補正レンズ８０の目標駆動位置情報を演算する部分である
。駆動信号演算部５８は、この目標駆動位置情報に応じてブレ補正レンズ８０を駆動する
ために、目標駆動位置情報と現在のブレ補正レンズ８０の位置情報との差を演算し、コイ
ル７３へ駆動電流を流す。
【０００５】
駆動部７０は、ブレ補正レンズ８０を駆動するための部分であり、駆動力を発生するアク
チュエータ部分と、ブレ補正レンズ８０の位置を検出する位置検出センサ部分とを有して
いる。
駆動部７０のアクチュエータ部分は、ヨーク７１、マグネット７２、コイル７３から構成
されている。コイル７３は、ヨーク７１とマグネット７２により形成される磁気回路内に
置かれており、コイル７３に電流を流すと、フレミングの左手の法則により、コイル７３
に力が発生する。コイル７３は、ブレ補正レンズ８０を収めている鏡筒８２に取り付けら
れている。ブレ補正レンズ８０及び鏡筒８２は、光軸Ｉに直交する方向に移動できるよう
な構造となっているため、コイル７３の移動によってブレ補正レンズ８０を光軸Ｉに直交
する方向に駆動させることが可能となる。
【０００６】
駆動部７０の位置検出センサ部分は、ブレ補正レンズ８０の動きをモニタする部分であり
、赤外線発光ダイオード（以下、ＩＲＥＤ）７４、スリット７６ａを有するスリット板７
６、ＰＳＤ (Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ )７７を備えている。
【０００７】
ＩＲＥＤ７４が発光した光は、まずスリット７６ａを通過することにより、光線の幅を絞
られ、ＰＳＤ７７へ到達する。ＰＳＤ７７は、その受光面上の光の位置に応じた信号を出
力する。スリット板７６は、鏡筒８２に取り付けられているため、ブレ補正レンズ８０の
動きがスリット７６ａの動きとなり、ＰＳＤ７７の受光面上の光の動きとなる。従って、
ＰＳＤ７７の受光面上の光の位置がブレ補正レンズ８０の位置と等価となる。ＰＳＤ７７
により出力された信号は、位置信号７８としてフィードバックされる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このようなブレ補正装置は、使用者の意図しない手振れによる像ブレを補正するのには有
効であり、例えば、普通にじっと構えて撮影する場合に有効である。しかし、カメラの使
用状況は、じっと構えて撮影する場合に限らない。例えば、撮影者によっては、流し撮り
をすることが多かったりすることもあれば、ヘリコプターなど乗り物に乗った状態で撮影
することが多かったりすることもある。また、ＡＦカメラで撮影する場合には、ＡＦで主
要被写体にピントを合わせてからＡＦロックで構図を変更するケースは多数考えられる。
このように、カメラの使用状況は広く、それらの状況でも有効に使用できるブレ補正シス
テムが望まれている。
【０００９】
上述のような様々な状況において、ブレ補正装置に要望されることは、以下のような点で
ある。
（要望１）いかなる状況においても、撮影結果（写真）の画質が、ブレ補正を行わない場
合よりも優れていること。
（要望２）ファインダ像を観察していて不快感がないこと。すなわち、じっと構えている
ときや乗り物からの撮影では、ブレ補正が効いている（像が止まって見える）ことが確認
でき、流し撮りでは、被写体を追従しやすいこと。
このような要望に対処するため、例えば、特開平０５－１４２６１４号公報，特開平０７
－２６１２３４号公報，特開平１０－２１３８３２号公報，特開２０００－０３９６４０
号公報等に撮影者の意図した振れと意図しない振れを区別したり、振れを種別（普通に構
えている、流し撮りをしている、乗り物などに乗っている等）する手法が提案されている

10

20

30

40

50

(3) JP 3975760 B2 2007.9.12



。
しかし、これら従来のブレ補正装置では、必ずしも撮影者の意図するように動作するとは
限らなかった。例えば、乗り物に乗っている場合に比較的大きな振動が加わり、これを流
し撮りであると誤って判定してしまうような場合があった。
【００１０】
一方、様々な条件に対処し、撮影者の意図するように動作させるために、撮影者がスイッ
チを切り替えることによりブレ補正のモードを変更するというブレ補正装置がある。この
ブレ補正装置では、流し撮りをしない場合とする場合とでスイッチを切り替えるようにし
ており、流し撮りをしない場合は、流し撮りの自動検出を行わないようになっていた。し
かし、このようなスイッチ設定では、以下のような問題点があった。
【００１１】
普通に構えて撮影する場合でも構図を決めたりするために流し撮りのような操作（構図の
変更）をすることが多い。しかし、通常の撮影では、流し撮り自動検出を行うスイッチ設
定とはしないので、構図の変更を行うと像の動きが不自然になったり、構図が決まってか
ら像が安定するまで時間がかかったりするという問題があった。
また、最悪の場合は、撮影結果に悪影響を及ぼしてしまう（像がブレてしまう）おそれが
あった。
さらに、このような問題を解決するために、構図を変更している間と構図が決まってから
とでスイッチを切り替えるというのでは、操作が煩雑で実用的ではない。
【００１２】
本発明の課題は、どのような状況であっても、簡単な操作によって撮影者が意図するよう
な動作を行うことができ、優れた撮影結果が得られるブレ補正装置を提供することである
。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもの
ではない。すなわち、請求項１の発明は、振れを検出し、振れ検出信号を出力する振動検
出部（１０）と、前記振れ検出信号から移動平均を求める移動平均算出部または前記振れ
検出信号の一部を通過させるフィルタ部を含み前記振れ検出信号の基準値を演算する基準
値演算部（５２）と、

前記流し撮り及び前記速い流し撮りを行っていない通
常ブレ状態であると判別する振動状態判別部（４０）と、前記装置の振動による像ブレを
補正するブレ補正光学系（８０）と、前記ブレ補正光学系を駆動する駆動部（７０）と、
前記振れ検出信号と前記基準値とから駆動信号を算出し、算出結果を駆動信号として出力
することにより前記駆動部を駆動する駆動信号算出部（５８）と、前記振動状態判別部の
判別結果に応じて前記駆動信号算出部の算出方法を制御する駆動信号算出制御部（５３）
とを備え、前記基準値演算部は、振動状態が前記異常ブレ状態と判別したときは前記通常
ブレ状態に比べ、前記移動平均に用いるサンプル数を減らす、または前記フィルタの遮断
周波数を上げることにより基準値演算方法を変更し、前記駆動信号算出制御部は、前記振
動状態判別部により前記第２の異常ブレ状態であると判別されたとき、前記ブレ補正動作
を停止することを特徴とするブレ補正装置である。
【００１６】
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前記振れ検出信号に所定の大きな振れ量が含まれ、かつ、前記振れ
検出信号に所定の高周波成分が含まれていたときには流し撮りを行っている第１の異常ブ
レ状態であると判別し、前記振れ検出信号に前記所定の大きな振れ量が含まれ、かつ、前
記振れ検出信号に前記所定の高周波成分が含まれないときには前記流し撮りよりも速い流
し撮りを行っている第２の異常ブレ状態であると判別し、前記振れ検出信号に前記所定の
大きな振れ量が含まれていないとき

請求項２の発明は、請求項１に記載のブレ補正装置において、前記駆動信号算出制御部
（５３）の制御状態を切り替えるモードスイッチ（１６０）を備え、　前記駆動信号算出
制御部は、前記振動状態判別部（４０）が前記通常ブレ状態と判別した場合には、前記モ



【００１９】
　 の発明は、 のブレ補正装置において、前記モードスイッチ（１
６０）は、前記振動状態判別部（４０）の判別結果に応じて自動的に前記駆動信号算出制
御部（５３）の制御を変更する第１のモードと、前記振動状態判別部の判別結果及び撮影
露光中であるか否かによらず前記ブレ補正光学系（８０）を駆動してブレ補正動作を行う
ように前記駆動信号算出制御部を制御する第２のモードとを選択可能であること、を特徴
とするブレ補正装置である。
【００２０】
　 の発明は、 のブレ補正装置において、前記駆動信号算出制御部
（５３）は、前記振動状態判別部（４０）が第１の異常 状態と判別し、かつ、前記モ
ードスイッチが第１のモードとなっているときであって、撮影露光準備中はブレ補正動作
を行わず、撮影露光中はブレ補正動作を行うように制御を行うこと、を特徴とするブレ補
正装置である。
【００２１】
　 の発明は、 のブレ補正装置において、前記駆動信
号算出制御部（５３）は、前記振動状態判別部（４０）が第２の異常 状態と判別し、
かつ、前記モードスイッチ（１６０）が第１のモードとなっている場合には、撮影露光中
であるか否かによらず、前記ブレ補正光学系（８０）の駆動を停止してブレ補正動作を行
わないように前記駆動信号の算出を実行させる制御を行うこと、を特徴とするブレ補正装
置である。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、図面等を参照しながら、本発明の実施の形態について、更に詳しく説明する。
図１は、本発明の第１実施形態における振れ検出装置及びブレ補正光学機器の概要を説明
するためのブロック図である。本実施形態では、銀塩フィルムを使用するブレ補正カメラ
を例に挙げて説明する。
【００２３】
（ブレ補正カメラの概要）
半押しスイッチＳＷ１は、図示しないレリーズボタンの半押し動作に連動してＯＮとなる
スイッチである。この半押しスイッチＳＷ１がＯＮとなることにより、図示しない測光部
による測光演算、図示しないオートフォーカス駆動部によるオートフォーカス駆動など一
連の撮影準備動作を開始する。また、半押しタイマー１００がＯＦＦであった場合には、
この半押しスイッチＳＷ１のＯＮに同期して半押しタイマー１００がＯＮとなる。
【００２４】
全押しスイッチＳＷ２は、不図示のレリーズボタンを更に押し込む全押し動作に連動して
ＯＮとなるスイッチである。このスイッチがＯＮとなることにより、ミラー１３０のアッ
プ動作、図示しないシャッタ機構によるシャッタの開閉、ミラー１３０のダウン動作、給
送モータ１５０によるフィルム１４０の巻き上げなどの一連の撮影動作が行われる。
【００２５】
半押しタイマー１００は、半押しスイッチＳＷ１がＯＮとなったと同時にＯＮとなり、半
押しスイッチＳＷ１がＯＮの間は、ＯＮのままであり、また、半押しスイッチＳＷ１がＯ
ＦＦとなってからも、一定時間は、ＯＮのままとなっているタイマーである。この半押し
タイマー１００は、ＯＮと同時にカウントを開始し、ＯＮの間は、カウントを継続する。
【００２６】
電源供給部１１０は、カメラの各部に電源を供給する部分であり、カメラの半押タイマー
１００がＯＮの間、角速度センサ１０を始め、カメラシステム内で電源が必要とされると
ころに電源を供給し続ける。また、半押しタイマー１００がＯＦＦのとき、電源供給部１
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ードスイッチの設定状態及び撮影露光中であるか否かによらず、前記ブレ補正光学系（８
０）を駆動してブレ補正動作を行うように前記駆動信号の算出を実行させる制御を行うこ
と、を特徴とするブレ補正装置。

請求項３ 請求項２に記載

請求項４ 請求項３に記載
ブレ

請求項５ 請求項３又は請求項４に記載
ブレ



１０は、角速度センサ１０等への電源の供給を停止する。従って、カメラの半押しタイマ
ー１００がＯＮの間に限り、角速度センサ１０によるカメラの振動検出が可能となる。
【００２７】
角速度センサ１０は、カメラに加えられた振動を角速度値で検出するセンサであり、角速
度センサ１０にかかるコリオリ力を利用して角速度を検出し、検出結果を電圧信号として
出力する振動検出部である。角速度センサ１０ａは、図中Ｘ軸方向の角度ブレを検出する
センサであり、角速度センサ１０ｂは、図中Ｙ軸方向の角度ブレを検出するセンサである
。このように、角速度センサ１０ａ，１０ｂを互いに異なる軸方向に配置することにより
、カメラの振動を２次元で検出することが可能となる。
角速度センサ１０により出力された電圧信号は、増幅部２０に送信される。なお、角速度
センサ１０は、電源供給部１１０より電源が供給されている間のみ、角速度の検出が可能
となる。
【００２８】
増幅部２０は、角速度センサ１０の出力を増幅する増幅部である。一般的に角速度センサ
１０からの出力は、小さいため、そのままＡ／Ｄ変換器３０によってデジタル化してマイ
コン９０内で処理しようとしても、角速度値の分解能が低すぎ（１ビットあたりの角速度
値が大きすぎ）て正確な振動検出をすることができず、ブレ補正の精度を上げることがで
きない。そこで、Ａ／Ｄ変換器３０に入力する前に角速度信号を増幅しておく。そうする
と、マイコン９０内での角速度値の分解能を上げる（１ビットあたりの角速度値を小さく
する）ことができ、ブレ補正の精度を上げることができる。
増幅部２０は、角速度センサ１０ａ，１０ｂにそれぞれ対応して増幅部２０ａ，２０ｂの
２つが設けられている。また、増幅部２０には、信号の増幅をするだけではなく、センサ
出力に含まれる高周波ノイズを低減させることを目的とした、ローパスフィルタを付加し
てもよい。
増幅部２０により増幅した角速度信号（以下、振れ検出信号）は、Ａ／Ｄ変換器３０へ送
信される。
【００２９】
Ａ／Ｄ変換器３０は、アナログ信号をデジタル信号に変換する変換器である。本実施形態
では、Ａ／Ｄ変換器３０ａ，３０ｂと、Ａ／Ｄ変換器３０ｃ，３０ｄとが設けられている
。
Ａ／Ｄ変換器３０ａ，３０ｂは、増幅部２０から送られてきたアナログの振れ検出信号を
、デジタル信号に変換する変換器である。振れ検出信号をデジタル信号に変換することで
、マイコン９０内での演算処理が可能となる。ここで変換された振れ検出信号は、駆動信
号演算部５０ａ，５０ｂと異常振れ検出部４０ａ，４０ｂに入力される。
Ａ／Ｄ変換器３０ｃ，３０ｄは、駆動部７０から送られてきたブレ補正レンズ位置情報（
アナログ信号）をデジタル信号に変換する変換器である。変換されたブレ補正レンズ位置
情報は、駆動信号演算部５０ａ，５０ｂに送信される。
【００３０】
なお、本実施形態では、Ａ／Ｄ変換器３０は、マイコン９０に内蔵されているものを使用
することを前提にしているが、この例に限らず、マイコン９０とは、別体のＡ／Ｄ変換器
を用いても良い。
また、本実施形態では、増幅部２０ａ，２０ｂに対応するようにＡ／Ｄ変換器３０ａ，３
０ｂの２つのＡ／Ｄ変換器を設けているが、Ａ／Ｄ変換器を１つにして変換動作を時間的
に振り分けるようにしてもよい。例えば、増幅部２０ａの信号を変換した後、増幅部２０
ｂの信号を変換し、その後増幅部２０ａ，増幅部２０ｂ，増幅部２０ａ．．．と変換を繰
り返すようにしてもよい。これは、Ａ／Ｄ変換器３０ｃ，３０ｄについても同様である。
【００３１】
異常振れ検出部４０は、Ａ／Ｄ変換器３０から送られてきた振れ検出信号や、駆動信号演
算部５０で演算された基準値等から、カメラの振れの状態を検出する部分である。振れの
状態は、通常の使用（構図の変更などは一切行われず、かつ、乗り物などで使用していな
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い）での振動（以下、通常振れ）と、流し撮りが行われたり乗り物で使用されたりしたと
きの振動（以下、異常振れ状態）とに分け、異常振れ検出部４０は、そのうちのどちらの
状態にあるかを検出する。さらに、異常振れ検出部４０は、異常振れ状態が検出されたと
きは、異常振れの種別を種別１（第１の異常振れ状態）、種別２（第２の異常振れ状態）
に分ける。これらを簡単にまとめると以下のようになる。
【００３２】
（１）通常振れ状態
撮影者の意図しない振れによってのみ振動している場合に、通常振れ状態と判断する。こ
の場合、撮影者は、足場の安定したところにいると推定される。
（２）異常振れ状態
（２－１）種別１
比較的緩い流し撮りの状態、すなわち、撮影者の意図しない振れと意図する振れが混在す
る振動の場合に、異常振れ状態の種別１であると判断する。また、乗り物での使用状態、
すなわち、撮影者の意図しない振れによってのみ振動しているが、足場が安定していない
ため通常の使用よりも振幅が大きい振動の場合にも、種別１と判断する。
（２－２）種別２
速い流し撮りなど、撮影者の意図する振れが支配的な状況には、異常振れ状態の種別２で
あると判断する。
異常振れ検出部４０によるこれらの検出結果は、駆動信号演算部５０に送信され、駆動信
号演算部５０は、その結果に応じて演算方法を変更する。
【００３３】
駆動信号演算部５０は、Ａ／Ｄ変換器３０から送信されてきた振れ検出信号とブレ補正レ
ンズ位置情報から、ブレ補正レンズ８０を駆動するための駆動信号を演算し、駆動信号を
出力する演算部である。まず、未加工の振れ検出信号から基準値を演算し、その基準値を
未加工の振れ検出信号値から減算して振れ検出信号を算出する。振れ検出信号が算出され
たら、駆動信号演算部５０は、モードスイッチ１６０、全押しスイッチＳＷ２の状態、異
常振れ検出部４０の検出結果に応じて振れ検出信号を変更する。
なお、駆動信号演算部５０が振れ検出信号に対して行う変更に関する処理動作は、後に説
明する。
【００３４】
上記変更後の振れ検出信号を積分することにより、角速度信号を角変位信号へと変換し、
これにレンズの焦点距離などの諸条件を加味してブレ補正レンズ８０の目標駆動位置を演
算する。最後に、この目標駆動位置情報と駆動部７０から送られてくるブレ補正レンズ８
０の位置情報から駆動信号を演算する。
【００３５】
なお、本実施形態では、駆動信号演算部５０ａ，５０ｂの２つの駆動信号演算部が設けら
れている。しかし、これを１つにして駆動信号演算動作を時間的に振り分けるようにして
もよい。例えば、Ｘ軸方向の信号の駆動信号を演算した後、Ｙ軸方向の信号を駆動信号を
演算し、その後Ｘ，Ｙ，Ｘ，Ｙ．．．と交互に駆動信号を演算するようにしてもよい。
駆動信号演算部５０の内部構成の詳細については、図２において別途説明をする。
【００３６】
Ｄ／Ａ変換器６０は、駆動信号算部５０で演算された駆動信号（デジタル信号）をアナロ
グ信号に変換するためのＤ／Ａ変換器である。変換されたアナログ信号は、駆動部７０に
送信される。
なお、本実施形態では、Ｄ／Ａ変換器６０は、マイコン９０に内蔵されているものを使用
することを前提にしているが、これに限らず、マイコン９０とは、別体のＤ／Ａ変換器を
用いてもよい。
また、本実施形態では、Ｄ／Ａ変換器６０ａ，６０ｂの２つＤ／Ａ変換器が設けられてい
るが、Ｄ／Ａ変換器を１つにして、変換動作を時間的に振り分けるようにしてもよい。例
えば、Ｘ軸方向の信号を変換した後、Ｙ軸方向の信号を変換し、その後Ｘ，Ｙ，Ｘ，Ｙ．
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．．と変換するようにしてもよい。
【００３７】
駆動部７０は、Ｄ／Ａ変換器６０から送信されてきた駆動信号（アナログ信号）を基に、
ブレ補正レンズ８０を駆動する駆動部である。駆動部７０は、ブレ補正レンズ８０を駆動
するためのアクチュエータや、ブレ補正レンズ８０の位置を検出する位置検出センサ等を
有している。位置検出センサの出力は、Ａ／Ｄ変換器３０を経由して駆動信号演算部５０
に送信される。
ブレ補正レンズ８０を２次元方向で駆動する必要があるため、この駆動部７０は、駆動部
７０ａ，７０ｂの２つ設ける必要がある。
【００３８】
ブレ補正レンズ８０は、撮影装置のレンズ鏡筒１７０に内蔵された図示しない結像光学系
の一部であり、光軸Ｉと略直交する平面内を動くことができる単レンズ又は複数枚のレン
ズより構成されるブレ補正光学系である。ブレ補正レンズ８０は、駆動部７０によって光
軸Ｉと略直交する方向に駆動され、結像光学系の光軸Ｉを偏向させる。
【００３９】
写真等の像のブレは、手振れ等のカメラに加えられる振動により、露光中に結像面（フィ
ルム１４０の面）の像が動いてしまうことにより発生する。しかし、図１に示すようなブ
レ補正カメラにおいては、角速度センサ１０などの振動検出センサが内蔵されており、そ
の振動検出センサにより、カメラに加えられた振動を検出することができる。そして、カ
メラに加えられた振動が検出されれば、その振動による結像面の像の動きを知ることがで
きるので、結像面上の像の動きが止まるようにブレ補正レンズ８０を動かすことによって
、結像面上の像の動き、すなわちブレを補正することができる。
【００４０】
マイコン９０は、Ａ／Ｄ変換器３０、異常振れ検出部４０、駆動信号演算部５０、Ｄ／Ａ
変換器６０等が組み込まれているマイコンである。ここで説明した動作のほかに、図示し
ないオートフォーカス駆動などの制御も、このマイコン９０が行うようにしてもよい。
【００４１】
ミラー駆動モータ１２０は、電源供給部１１０から電源の供給を受け、必要に応じてミラ
ー１３０のアップ、ダウン動作を行うモータである。なお、本実施形態では、ミラー駆動
モータ１２０は、電磁的アクチュエータであるモータを使用する例を示したが、これに限
らず、例えば、バネのような機械的な手段を利用してもよい。
【００４２】
ミラー１３０は、図示しない結像光学系の光を偏向して、図示しないペンタプリズム及び
ファインダに送るミラーである。露光動作時は、このミラーがアップし、結像光学系から
の光は、フィルム１４０の面に到達する。
【００４３】
フィルム１４０は、結像光学系が結像する映像を記録するフィルムである。なお、本実施
形態では、銀塩カメラであることを前提としているが、これに限らずＣＣＤやＣ－ＭＯＳ
センサのようなエリアセンサを用いてもよい。
【００４４】
給送モータ１５０は、露光終了後に、フィルム１４０の駒送りをするモータである。なお
、撮像媒体にフィルム１４０ではなく、ＣＣＤなどのエリアセンサが用いられる場合には
、このモータ自体は不必要となる。
【００４５】
モードスイッチ１６０は、撮影者が使用用途（撮影状態）に合わせてブレ補正動作のモー
ドを切り替えるスイッチである。本実施形態では、モード１（第１のモード），モード２
（第２のモード）を選択できるようになっている。モードスイッチ１６０により選択設定
するモード１，２の想定する用途を以下に示す。
モード１：略静止した撮影、構図の変更、流し撮りなどを含む通常の使用時を想定し、乗
り物などに乗らず、足場が安定した状態であることにより、撮影者の動作以外に起因する
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振れが生じない状態での撮影。
モード２：乗り物に乗った状態での撮影。足場が安定しない状態。
モードスイッチ１６０で設定された内容は、駆動信号演算部５０に送信される。
【００４６】
　カメラボディ は、撮影部を有し、レンズ鏡筒 を交換可能な一眼レフカメラ
のカメラ本体である。なお、本実施形態では、一眼レフカメラである例を示したが、これ
に限らず、例えば、コンパクトカメラのような、レンズ非交換式でもよい。
【００４７】
図２は、駆動信号演算部５０及び異常振れ検出部４０の内部構成を示す図である。
なお、これ以降に説明する内容は、Ｘ方向Ｙ方向ともに共通の内容であるため、特に方向
に関しては明記せず、まとめて説明を行う。
駆動信号演算部５０は、基準値演算部５２，振れ検出信号処理部５３，積分演算部５４，
駆動信号算出部５８を有している。
【００４８】
基準値演算部５２は、Ａ／Ｄ変換器３０（３０ａ，３０ｂ）より送信されてきた未加工の
振れ検出信号から、駆動信号演算のための基準値を演算する演算部である。
通常、静止状態での基準値は、角速度センサ１０が完全に静止している状態での出力（以
下、ゼロ出力）値とすればよい。しかし、このゼロ出力値は、ドリフトや温度などの環境
条件で変動してしまうため、基準値を固定値とすると、ブレ補正の精度が低下したり、不
自然な挙動をしてしまうことがある。
従って、実際に使用されている状態、つまり撮影者の手振れの信号から基準値を演算し、
ゼロ出力を求めることが望ましく、本実施形態でも、基準値を振れ検出信号から演算する
基準値演算部５２を設けている。
基準値演算部５２は、通常振れ状態と異常振れ状態とで、基準値の演算式を変更する。そ
の一例を以下に示す。
【００４９】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
ここで、ωは、振れ検出信号であり、ω 0  は、振れの基準値である。また、これらの変数
に付いているサフィックスｔは、経過時間を表す変数であり、本実施形態では、サンプリ
ングの回数によって表すこととしており、整数値である。これらの式は、いずれも振れ検
出信号の移動平均を表すものであるが、通常振れ状態と異常振れ状態とで平均に使用する
データの数が異なっている。
【００５１】
通常振れ状態の基準値は、角速度センサのゼロ出力値に近い値であることが望ましい。角
速度センサ１０のゼロ出力信号の周波数は、人間の手振れの周波数に比べるとはるかに低
い。よって、基準値は、振れ検出信号の低周波成分を抽出すればよい。そこで、振れ検出
信号、すなわち手振れの移動平均を演算して手振れ検出信号の基準値を演算している。そ
して、なるべく低い周波数成分のみを抽出するため、移動平均に使用するデータの数Ｋ０
を多くしている。
【００５２】
異常振れ状態では、通常振れ状態よりも振れ検出信号が大きく変動する。例えば、構図の
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変更などでは、撮影者が意図してカメラを振るため、通常振れ状態よりも振れ量が大きく
なる。
異常振れ状態における構図変更などは、撮影者の意図する振れが含まれるため、それまで
も補正してしまうのは好ましくない。そこで、異常振れ状態では、ブレ補正を抑制させる
ために振れ検出信号に対する基準値の応答を速くする。ここでは、異常振れ状態の基準値
演算における移動平均に使用するデータの数Ｋ１を通常振れ状態のＫ０よりも少なくして
いる。こうすることで、基準値の応答を速くすることができ、通常振れ状態の時と比較し
てブレ補正動作を抑制することができるため、その結果として撮影が意図したとおりに構
図を決めることが可能となる。
【００５３】
　基準値演算部５２で演算された基準値は、

へ送信される。
　なお、基準値の演算は上記のような移動平均に限らず、ＦＩＲフィルタやＩＩＲフィル
タ等のローパスフィルタを用いてもよい。この場合には、通常振れ状態の遮断周波数は、
異常振れ状態の遮断周波数よりも低く設定するとよい。
【００５４】
振れ検出信号処理部５３は、角速度センサ１０の出力である未加工の振れ検出信号から基
準値を減算した振れ検出信号を処理（変更）する部分である。
以下に、駆動信号演算部５０の振れ検出信号処理部５３が振れ検出信号に対して行う変更
に関する処理について説明する。
（１）異常振れ検出部４０が通常振れ状態であると判断した場合には、振れ検出信号処理
部５３は、モードスイッチ１６０やスイッチＳＷ２の状態によらず、演算した振れ検出信
号の変更を行わない。
【００５５】
（２）異常振れ検出部４０が異常振れ状態であると判断した場合
（２－１）異常振れ検出部４０が異常振れ状態であると判断し、かつ、モードスイッチ１
６０がモード１である場合であって、全押しスイッチＳＷ２がＯＦＦとなっているときに
は、振れ検出信号処理部５３は、振れ検出信号を０とする。振れ検出信号が０となると、
カメラが完全に静止している場合のブレ補正動作を行うこととなるので、ブレ補正レンズ
８０が停止する。これは、半押し中の構図変更や流し撮りの際にファインダ像に不自然な
動きが現れないようにするためである。
【００５６】
　また、異常振れ検出部４０が異常振れ状態であると判断し、さらに、モードスイッチ１
６０がモード１であり、全押しスイッチＳＷ２がＯＮとなっている場合であって、異常振
れの種別が種別１の場合は、振れ検出信号の変更はしない。そうすると、ブレ補正レンズ
８０が駆動されてブレ補正が実行される。これは、信号に含まれる

補正するためである。
【００５７】
さらに、異常振れ検出部４０が異常振れ状態であると判断し、さらに、モードスイッチ１
６０がモード１であり、全押しスイッチＳＷ２がＯＮとなっている場合であって、異常振
れの種別が種別２の場合は、振れ検出信号を０とする。これは、撮影者の意図する振れを
補正してしまって撮影結果が悪化してしまうことを防ぐためである。
【００５８】
（２－２）異常振れ検出部４０が異常振れ状態であると判断し、かつ、モードスイッチ１
６０がモード２である場合には、演算した振れ検出信号の変更は行わない。これは 押
しスイッチＳＷ２の状態にはよらない。前述したようにモード２は、乗り物に乗った状態

振れ検出信号 撮影者の意図する振れ 殆ど含まれない
想定していることから、ブレ補正を実行するようにしている。

【００５９】
積分演算部５４は、振れ検出信号（角速度）を積分して振れ角度情報に変換し、さらにブ
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レ補正レンズの目標駆動位置を演算する演算部である。積分演算部５４が行う演算の一例
を以下に示す。
【００６０】
【数２】
　
　
　
【００６１】
式（３）中の各記号は、θ（ｔ）：目標駆動位置，ω（ｔ）：振れ検出信号，ω 0  （ｔ）
：基準値， t：時間（整数値）であり、Ｃは、レンズの焦点距離等の条件によって決まる
定数である。
【００６２】
駆動信号算出部５８は、積分演算部５４で演算した目標駆動位置と、駆動部７０からＡ／
Ｄ変換器３０（３０ｃ，３０ｄ）を経由して送信されてきたブレ補正レンズ８０の位置と
によって、ブレ補正レンズ８０を駆動するための信号を算出する部分である。
駆動信号算出部５８で行う演算は、目標駆動位置とブレ補正レンズの位置との偏差を求め
、偏差に比例する項、偏差の積分に比例する項、偏差の微分に比例する項を加算して駆動
信号を演算するＰＩＤ制御が一般的である。なお、駆動信号の演算方法は、ＰＩＤ制御に
限らず、他の方法でも良い。
【００６３】
異常振れ検出部４０は、異常振れ開始検出部４１，異常振れ種別判定部４２，異常振れ終
了検出部４３を有している。
異常振れ開始検出部４１は、異常振れの開始を検出する部分である。異常振れ開始検出部
４１は、Ａ／Ｄ変換器３０から送られてきた角速度センサ１０の出力である未加工の振れ
検出信号と、基準値演算部５２から送られてきた基準値とを利用して異常振れの開始を検
出する。異常振れ開始検出部４１は、振れの状態が通常振れの時にのみ動作し、異常振れ
の時は動作しない。
また、異常振れ開始検出部４１は、異常振れの開始を検出したら基準値演算部５２にその
情報を送信し、基準値演算部５２は、基準値の演算方法を変更する。本実施形態では、式
（１）により演算していた基準値を式（２）により演算するように切り替える。さらに、
異常振れ開始検出部４１は、異常振れ種別判定部４２、振れ検出信号処理部５３にも異常
振れ開始情報を送る。
【００６４】
異常振れ種別判定部４２は、異常振れの種別を種別１（第１の異常振れ状態）、種別２（
第２の異常振れ状態）に分ける部分である。具体的には、未加工の振れ検出信号に高い周
波数成分が含まれていれば種別１とし、低い周波数成分のみであれば種別２とする。異常
振れ種別判定部４２は、異常振れの開始が検出されてから、異常振れの終了が検出される
までの間は動作し、通常振れの場合は動作しないようになっている。
異常振れ種別判定部４２による異常振れ種別の判定結果は、振れ検出信号処理部５３へ送
信される。
【００６５】
異常振れ終了検出部４３は、Ａ／Ｄ変換器３０から送られてきた角速度センサ１０の出力
である未加工の振れ検出信号と、基準値演算部５２より送られてきた基準値を利用して異
常振れの終了を検出する部分である。異常振れ終了検出部４３は、異常振れ状態に動作し
、通常振れ状態では動作しない。
また、異常振れ終了検出部４３は、異常振れの終了を検出したら基準値演算部５２にその
情報を送信し、基準値演算部５２は、基準値の演算方法を変更する。本実施形態では、式
（２）により演算していた基準値を式（１）により演算するように切り替える。さらに、
異常振れ終了検出部４３は、異常振れ種別判定部４２、振れ検出信号処理部５３にも異常
振れ終了情報を送る。
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【００６６】
（ブレ補正カメラの動作）
次に、本実施形態におけるブレ補正カメラの動作を説明する。
図３は、本実施形態における振れ検出装置を内蔵したカメラシステム全体の流れを示すフ
ローチャートである。
【００６７】
ステップ（以下、Ｓとする）１０では、半押しスイッチＳＷ１がＯＮとなっているか否か
を判定する。ＯＮならばＳ２０へ進み、ＯＦＦならばＳ１９０に進む。
【００６８】
Ｓ２０では、カウンタＴｓｗ１をリセットし、カウント値を０とする（Ｔｓｗ１＝０とす
る）。カウンタＴｓｗ１は、半押しスイッチＳＷ１がＯＦＦになってからの経過時間を計
測するカウンタであり、カウント値は、整数である。このカウンタＴｓｗ１は、半押しス
イッチがＯＮの間は、０のままで、半押しスイッチＳＷ１がＯＦＦで、かつ半押しタイマ
ー１００がＯＮの間のみ動作する。
Ｓ３０では、半押しタイマー１００がＯＦＦであるか否かを判定する。ＯＦＦであればＳ
４０へ進み、ＯＮであればＳ２２０へ進む。
【００６９】
Ｓ４０では、カウンタｔをリセットし、カウント値を０とする（ｔ＝０とする）。カウン
タｔは、半押しタイマー１００がＯＮとなっている時間を計測するカウンタである。この
カウンタｔは、整数値カウンタであり、半押しタイマー１００がＯＮとなったと同時にカ
ウント動作を開始し、半押しタイマー１００がＯＮの間は、カウント動作を続ける。
【００７０】
　Ｓ５０では、 ４０の検出結果を通常振れ状態にセットする。
　Ｓ６０では、半押しタイマー１００をＯＮにする。
　Ｓ７０では、角速度センサ１０をＯＮとし、振動の検出を開始する。この他、Ａ／Ｄ変
換器３０による変換動作もここで開始される。
【００７１】
Ｓ８０では、Ｓ５０で通常振れにセットされたので、通常振れ用の基準値の演算を開始す
る。本実施形態では、式（１）により基準値を演算する。
Ｓ９０では、Ｓ５０で通常振れにセットされたので、異常振れ開始検出部４１は、異常振
れの開始を検出するための演算を開始する。
Ｓ１００では、駆動信号演算部５０が駆動信号の演算を開始する。
Ｓ１１０では、駆動信号演算部５０から得た駆動信号に基づき、駆動部７０がブレ補正レ
ンズ８０の駆動を開始する。
Ｓ１２０では、全押しスイッチＳＷ２がＯＮであるか否かを判定する。全押しスイッチＳ
Ｗ２がＯＦＦの場合は、Ｓ１６０に進む。全押しスイッチＳＷ２がＯＮの場合は、Ｓ１３
０に進む。
【００７２】
Ｓ１３０では、角速度センサ１０の出力、基準値、振れの状態判定結果、モードスイッチ
１６０の状態からそれぞれの状況に適した駆動信号の演算を行う（駆動信号演算２）。
Ｓ１４０では、Ｓ１３０で演算した駆動信号に基づいてブレ補正レンズ８０を駆動する。
Ｓ１５０では、ミラー１３０のアップ、不図示のシャッタの開閉、ミラー１３０のダウン
、給送モータ１５０の駆動などの撮影動作を行う。
【００７３】
Ｓ１６０では、角速度センサ１０の出力、基準値、振れの状態判定結果、モードスイッチ
１６０の状態からそれぞれの状況に適した駆動信号の演算を行う（駆動信号演算１）。
なお、このＳ１６０及び上述のＳ１３０における駆動信号演算１及び駆動信号演算２は、
先に説明した駆動信号演算部５０の振れ検出信号処理部５３が振れ検出信号に対して行う
変更により演算の結果が変化する演算であり、別途図４及び図５に示すフローチャートに
おいて説明する。

10

20

30

40

50

(12) JP 3975760 B2 2007.9.12

異常振れ検出部



Ｓ１７０では、Ｓ１６０で演算した駆動信号に基づいてブレ補正レンズ８０を駆動する。
Ｓ１８０では、半押しタイマー１００のカウンタｔを１つ進める（ｔ＝ｔ＋１の演算を行
う）。
【００７４】
Ｓ１９０では、半押しタイマー１００がＯＮであるか否かを判定する。半押しタイマー１
００がＯＮならばＳ２００へ進み、半押しタイマー１００がＯＦＦならばＳ１０へ戻り、
半押しスイッチＳＷ１の検出を続行する。
Ｓ２００では、このステップに進んだ時点では、カメラは半押しスイッチＳＷ１がＯＦＦ
で半押しタイマー１００がＯＮの状態になっているので、この状態が継続している時間を
計測するため、カウンタＴｓｗ１を１つ進める（Ｔｓｗ１＝Ｔｓｗ１＋１の演算を行う）
。
【００７５】
Ｓ２１０では、カウンタＴｓｗ１の値がしきい値Ｔ＿ＳＷ１よりも小さいか否かを判定す
る。ここで、しきい値Ｔ＿ＳＷ１は、カウンタＴｓｗ１の上限を決めるための定数で、半
押しスイッチＳＷ１がＯＦＦとなってから半押しタイマー１００がＯＦＦとなるまでの時
間を決めるものである。
カウンタＴｓｗ１がしきい値に満たない場合、すなわち肯定判定の場合は、半押しタイマ
ー１００は、ＯＦＦとせず、Ｓ２２０に進む。一方、カウンタＴｓｗ１がこのしきい値と
等しくなった場合、すなわちこのステップで否定判定となった場合は、Ｓ２９０に進み、
半押しタイマー１００をＯＦＦにする処理（Ｓ３２０）、及び、半押しタイマー１００の
ＯＦＦに伴う処理（Ｓ３００，Ｓ３１０）を行う。
【００７６】
Ｓ２２０では、角速度センサ１０は、ＯＮの状態を継続し、振れの検出を継続して行う。
また、Ａ／Ｄ変換器３０による変換動作も継続する。
Ｓ２３０では、異常振れ検出部４０による検出結果をモニタする。検出結果が通常振れ状
態であればＳ２４０に進み、異常振れ状態であればＳ２６０に進む。
Ｓ２４０では、基準値演算部５２が通常振れ状態の基準値を演算する。本実施形態では、
式（１）により基準値を演算する。
【００７７】
Ｓ２５０では、異常振れ開始検出部４１が異常振れの開始を検出する演算を行う。ここで
異常振れの開始が検出されたら、検出結果を通常振れ状態から異常振れ状態に設定を変更
する。
Ｓ２６０では、基準値演算部５２が異常振れ状態の基準値を演算する。本実施形態では、
式（２）により基準値を演算する。
Ｓ２７０では、異常振れ種別判定部４２が、異常振れの種別を判定する演算を行う。
Ｓ２８０では、異常振れ終了検出部４３が異常振れの終了を検出する演算を行う。ここで
異常振れの終了が検出されたら、検出結果を異常振れ状態から通常振れ状態に設定を変更
する。
【００７８】
Ｓ２９０では、異常振れ開始検出部４１又は異常振れ終了検出部４３が行っている異常振
れの開始又は終了を検出するための演算を停止する。
Ｓ３００では、基準値演算部５２が行う基準値の演算を停止する。
Ｓ３１０では、角速度センサ１０への電源の供給を停止し、角速度センサをＯＦＦとする
。
Ｓ３２０では、半押しタイマー１００をＯＦＦにしてＳ１０に戻り、半押しスイッチＳＷ
１の状態検出を行う。
【００７９】
図４は、半押しＯＮ時における駆動信号演算１（図３におけるＳ１６０）の流れを示すフ
ローチャートである。
Ｓ１６１では、異常振れ検出部４０が検出した振れの状態検出結果をモニタする。通常振
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れ状態の場合はＳ１６４へ進み、異常振れ状態の場合はＳ１６２へ進む。
Ｓ１６２では、モードスイッチ１６０の設定をモニタする。モード１の場合はＳ１６３へ
進み、モード２の場合はＳ１６４へ進む。
Ｓ１６３では、振れ検出信号処理部５３は、振れ検出信号を０とする。これにより、その
後の積分結果は、ホールド（一定値に固定）されることになり、ブレ補正レンズ８０は、
見かけ上停止する。
Ｓ１６４では、積分演算部５４が振れ検出信号を積分し、角度情報に変換する。
Ｓ１６５では、駆動信号算出部５８が角度情報にレンズの焦点距離情報、レンズ位置情報
を加味してブレ補正レンズの駆動信号を算出する。
【００８０】
図５は、全押しＯＮ時における駆動信号演算２（図３におけるＳ１３０）の流れを示すフ
ローチャートである。
Ｓ１３１では、異常振れ検出部４０が検出した振れの状態検出結果をモニタする。通常振
れ状態の場合はＳ１３５へ進み、異常振れ状態の場合はＳ１３２へ進む。
Ｓ１３２では、モードスイッチ１６０の設定をモニタする。モード１の場合はＳ１３３へ
進み、モード２の場合はＳ１３５へ進む。
Ｓ１３３では、異常振れ種別判定部４２による異常振れ種別の判定結果をモニタする。種
別１の場合は１３５へ進み、種別２の場合はＳ１３４へ進む。
Ｓ１３４では、振れ検出信号処理部５３は、振れ検出信号を０とする。これにより、その
後の積分結果は、ホールド（一定値に固定）されることになり、ブレ補正レンズ８０は、
見かけ上停止する。
Ｓ１３５では、積分演算部５４が振れ検出信号を積分し、角度情報に変換する。
Ｓ１３６では、駆動信号算出部５８が角度情報にレンズの焦点距離情報、レンズ位置情報
を加味してブレ補正レンズの駆動信号を算出する。
【００８１】
図６は、図４及び図５に示した動作により、場合分けされる駆動信号演算１，２をまとめ
た表である。
半押し中、かつ、モード１の場合は、撮影者の意図が少しでも入っていればブレ補正を停
止する。したがって、通常の使用や流し撮り、構図変更に向いた設定となる。
半押し中、かつ、モード２の場合は、常にブレ補正を動作させた状態なので、大きく揺れ
る乗り物での使用に向いた設定となる。
このように、用途に応じてモードスイッチ１６０を切り替えることにより、あらゆる状況
でファインダ像の見えが自然で不快感を与えないようにすることができる。
【００８２】
また、露光中（全押し中）、かつ、モード１の場合であって、異常振れの種別が種別１の
ときは、撮影者の意図しない振れが含まれるので、それを補正することにより撮影結果が
向上できる。
同様に、露光中（全押し中）、かつ、モード１の場合であって、異常振れの種別が種別２
のときは、撮影者の意図する振れが支配的なので、ブレ補正を停止し、撮影結果に悪影響
を及ぼすことを防止できる。
【００８３】
さらに、露光中（全押し中）、かつ、モード２の場合は、基本的に撮影者の意図しない振
れのみ含まれることを前提としているので、常にブレ補正を実行し、撮影結果を向上させ
ることができる。
【００８４】
本実施形態によれば、異常振れ検出部４０によって振動状態を分類し、振れの種別の判定
も行い、モードスイッチ１６０との組み合わせにより、どのような状況にあっても、最適
な条件で撮影することができる。
また、一般的な撮影者は、乗り物からの撮影をすることは希なので、常にモード１に設定
しておけば、あらゆる状況に対処することができると同時に、モードスイッチ１６０をこ
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まめに切り替えなければならないという煩わしさから解放され、快適にブレ補正システム
を使用することができる。
【００８５】
（変形形態）
以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それら
も本発明の均等の範囲内である。
例えば、各実施形態において、銀塩フィルムを使用するブレ補正カメラに本発明を適用し
た例を示したが、これに限らず、例えば、ＣＣＤ等を用いて電気的に映像を記録するいわ
ゆるデジタルカメラでもよいし、ビデオカメラその他の光学機器でもよい。
【００８６】
【発明の効果】
　以上詳しく説明したように、請求項１の発明によれば、

振動状態判別部と、振動状態判別部の判別結果に応じて駆
動信号算出部の算出方法を制御する駆動信号算出制御部とを備えるので、振動の状態に合
わせて最適な制御を行うことができる。
【００８７】
　 振動状態判別部は、

判別するので、振動の状態に合わせて最適な制御を
行うことができ、撮影者の意図に合った制御を行うことができる。
【００８９】
　 の発明によれば、駆動信号算出制御部は、モードスイッチの設定状態に応じて
駆動信号の算出方法を変更する制御を行うので、撮影者の意図する制御を確実に行うこと
ができる。
【００９０】
　 撮影露光中であるか否かにより、駆動信号の算出
方法を変更する制御を行う 、撮影者がファインダ等で観察する像により不快感
を覚えることなく、ブレ補正動作を行うことができる。
【００９１】
　 の発明によれば、駆動信号算出制御部は、振動状態判別部が通常 状態と判
別した場合には、モードスイッチの設定状態及び撮影露光中であるか否かによらず、ブレ
補正光学系を駆動してブレ補正動作を行うように駆動信号の算出を実行させる制御を行う
ので、ブレ補正が必要な通常振れ状態において、確実にブレ補正動作を行うことができる
。
【００９２】
　 の発明によれば、モードスイッチは、振動状態判別部の判別結果に応じて自動
的に駆動信号算出制御部の制御を変更する第１のモードと、振動状態判別部の判別結果及
び撮影露光中であるか否かによらずブレ補正光学系を駆動してブレ補正動作を行うように
駆動信号算出制御部を制御する第２のモードとを選択可能であるので、通常は特別な操作
をすることなく最適な動作を行い、必要なときに撮影者の意図により確実にブレ補正動作
を行うことができる。
【００９３】
　 の発明によれば、駆動信号算出制御部は、振動状態判別部が第１の異常 状
態と判別し、かつ、モードスイッチが第１のモードとなっているときであって、撮影露光
準備中はブレ補正動作を行わず、撮影露光中はブレ補正動作を行うように制御を行うので
、撮影者がファインダ等で観察する像により不快感を覚えることなく、ブレ補正動作を行
うことができる。
【００９４】
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振動検出部を含む装置の振動状
態について、流し撮りを行っている第１の異常ブレ状態と、前記流し撮りよりも速い流し
撮りを行っている第２の異常ブレ状態と、前記流し撮り及び前記速い流し撮りを行ってい
ない通常ブレ状態とに判別する

また、 流し撮りを行っている第１の異常ブレ状態と、前記流し撮り
よりも速い流し撮りを行っている第２の異常ブレ状態と、前記流し撮り及び前記速い流し
撮りを行っていない通常ブレ状態とに

請求項２

また、駆動信号算出制御部を用いて、
ことにより

請求項２ ブレ

請求項３

請求項４ ブレ



　 の発明によれば、駆動信号算出制御部は、振動状態判別部が第２の異常 状
態と判別し、かつ、モードスイッチが第１のモードとなっている場合には、撮影露光中で
あるか否かによらず、ブレ補正光学系の駆動を停止してブレ補正動作を行わないように駆
動信号の算出を実行させる制御を行うので、撮影者が意図する流し撮り等を補正すること
なく、被写体の追従を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態における振れ検出装置及びブレ補正光学機器の概要を説明
するためのブロック図である。
【図２】駆動信号演算部５０及び異常振れ検出部４０の内部構成を示す図である。
【図３】本実施形態における振れ検出装置を内蔵したカメラシステム全体の流れを示すフ
ローチャートである。
【図４】半押しＯＮ時における駆動信号演算１の流れを示すフローチャートである。
【図５】全押しＯＮ時における駆動信号演算２の流れを示すフローチャートである。
【図６】図４及び図５に示した動作により、場合分けされる駆動信号演算１，２をまとめ
た表である。
【図７】振れ検出装置を含んだ従来のブレ補正装置の基本的な構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
１０ａ，１０ｂ　角速度センサ
４０　異常振れ検出部
４１　異常振れ開始検出部
４２　異常振れ種別判定部
４３　異常振れ終了検出部
５０　駆動信号演算部
５２　基準値演算部
５３　振れ検出信号処理部
５４　積分演算部
５８　駆動信号算出部
７０ａ，７０ｂ　駆動部
８０　ブレ補正レンズ
１６０　モードスイッチ
１７０　レンズ鏡筒
１８０　カメラボディ
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請求項５ ブレ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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